
世界を変えるための 17 の目標

問い合わせ先　政策企画課　政策企画係　☎６８－２２１１（内線３３３）

男女共同参画週間って？

　内閣府では「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成 11 年６月 23 日を踏まえ、毎年６月 23 日
から 29 日までの１週間を「男女共同参画週間」として、さまざまな取り組みを通じ、男女共同参画について理解
を深めることを目指しています。

男女共同参画週間パネル展開催のお知らせ

　町では、「男女共同参画週間」の期間中、役場１階イベン
トホールにて「男女共同参画週間パネル展」と「男女共同参
画週間」に係るアンケートを実施いたします。

▶日時　６月 23 日（木）～ 29 日（水）
　　　　午前９時～午後５時
▶場所　役場１階イベントホール
▶内容　男女共同参画週間パネル展など

男女共同参画ってなあに？　Part 98

６月 23 日から 29 日の１週間は「男女共同参画週間」です

　今年の男女共同参画週間における内閣府のキャッチフレーズは、「あなたらしい」を
築く、「あたらしい」社会へ　です。
　『男だから』『女だから』といった性別役割意識にとらわれず、個性と多様性を尊重し、
自身の可能性を信じて誰もが生きがいを感じられる社会を実現していくきっかけとなる
キャッチフレーズです。
　この機会に、家庭や職場、学校などで、誰もが個性と能力を発揮できる社会について
考えてみませんか。

認知症地域支援推進員のつぶやき 46

認 知 症 を 我 が 事 と し て、 考 え て み よ う

　SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、「誰一人取り残さない（leave no one 
behind）」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。2015 年の国連サミットにおいて全ての加盟
国が合意した「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の中で掲げられました。2030 年を達成年限とし、17 のゴー
ルと 169 のターゲットから構成されています。

SDGs とは？

　先日、認知症サポーターと認知症の方でつくる「チームオレンジ」についてを学ぶ研修会がありました。
認知症について学び見守りができる認知症サポーターの活動を、もう一歩進めて、認知症の方と一緒に活動
ができる「チームオレンジ」を作ることを目指すものでした。
　その基本には「認知症を我が事として考える。」五つの内容があり、
① 認知症と診断されたら、どんな思いですか？
② 認知症になったら、どのような生活を送りたいですか ?
③ 周囲の人にはどうしてほしいですか？
④ あきらめられないものはなんですか？
⑤ 自分の願いや希望を実現するために、活用したい地域の社会資源はなんですか？
について考えました。
　今の生活スタイルで、母として、妻として、家族と暮らしたい。利用したいサービスは、願いを叶えるた
めのボランティアがいたらと言う話は一例です。皆さんも五つの内容を、ぜひ考えてみてください。
　認知症の方もそうでない方も一緒に活動するチームオレンジ構築へのささやかな一歩です。

私たちはここにいます！
　認知症地域支援推進員配置施設
　●地域包括支援センター　　☎６８－８９４１　　　　●利根町保健福祉センター　　　☎６８－８２９１
　●複合施設　響　　　　　　☎６１－８５００　　　　●介護老人保健施設もえぎ野　　☎８４－６０８１

目標 15　陸の豊かさを守ろう

“陸の豊かさを守り、砂漠化を防いで、多様な生物が生きられるように大切に使おう”

　鳥類 14％、針葉樹 34％、哺乳類 25％、両生類 41％が絶滅の危機にさらされていると推定される
割合です。
出典：�2019�Global�Assessment�Report�on�Biodiversity�and�Ecosystem�Services（生物多様性及び生態系サービス

に関する政府間科学 -政策プラットフォーム）（IPBES）

福祉コラム　知って欲しいなマークの意味

障害者に関するマークについて【このマークを知っていますか？】

　障害者に配慮した施設であることや、それぞれの障害について分かりやすく表示するため、いろいろなマークや表示
があります。

ヘルプマーク

　右記のマークをご存知でしょうか？
　ヘルプマークは義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初
期の方など、外見から分からなくても　援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に
配慮を必要としていることを知らせることができるマークです。ヘルプマークを身に着け
た方を見かけた場合は、電車、バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける
など、思いやりのある行動をお願いします。
　ヘルプマークは、福祉課で配布しています。必要な方はご利用ください。
　また、利根町社会福祉協議会、利根町国保診療所、利根町保健福祉センターでも少量設
置しております。

問い合わせ先　福祉課　障害福祉係　☎６８－２２１１（内線１２６）
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